
  

 1

平成 26年 12月 17日 

各  位 

 

会 社 名 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 

（管理会社コード 16714） 

代表者名 代表取締役社長 水嶋 浩雅 

問合せ先 業務本部 山口 節一 

（TEL:03－5208－5211） 

 

 

ＥＴＦの約款変更に関するお知らせ 

 

 

当社は、ＥＴＦの投資信託約款の変更について、下記の通り決定しましたので、お知ら

せいたします。 

 

記 

 

 

○ＥＴＦ名称 

WTI 原油価格連動型上場投信（1671） 

Simple-X ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信（1679） 

ＪＡＳＤＡＱ－ＴＯＰ２０上場投信（1551） 

マザーズ・コア上場投信（1563） 

日経カバードコール指数上場投信（1565） 

ＴＯＰＩＸブル２倍上場投信（1568） 

ＴＯＰＩＸベア上場投信（1569） 

中国Ｈ株ブル２倍上場投信（1572） 

中国Ｈ株ベア上場投信（1573） 

日経平均ブル２倍上場投信（1579） 

日経平均ベア上場投信（1580） 

ＴＯＰＩＸベア２倍上場投信（1356） 

日経平均ベア２倍上場投信（1360） 

 

○約款の変更内容の概要 

＜変更の内容＞ 

 ・デリバティブ取引等が可能な投資信託において、デリバティブ取引等に係る投資制

限を約款に記載する変更を行います。 
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 ・投資信託約款に記載された「書面決議手続きの改正」等の約款変更を行います。 

＜変更の理由＞ 

・デリバティブ取引等が可能な投資信託において、デリバティブ取引等に係る投資制

限を約款に記載することとなったため、所要の変更を行います。 

  ・法令の改正に伴い、投資信託約款に所要の変更を行います。 

 

○投資信託約款の変更と書面決議の手続きについて 

 重大な投資信託約款の変更に該当しないため、書面による決議は行っていません。 

 

○変更の日程について 

 届出日 ：平成 26 年 11 月 30 日 

 実施日 ：平成 26 年 12 月 1 日 
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WTI原油価格連動型上場投信 
 

投資信託約款の変更案 

 
下線部＿＿＿は変更部分を示します。 

（新） （旧） 
 
（デリバティブ取引等に係る投資制限） 
第 21 条の 2 デリバティブ取引等（金融商品取引法第
2条第 20 項に規定するものをいい、商品投資等取引を
含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則
の定めるところに従い、合理的な方法により算出した
額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 
 
（信託契約の解約） 
第 44 条 ①～④＜略＞ 
⑤ 第 2 項の書面決議は議決権を行使することができ
る受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもっ
て行ないます。 
⑥ ＜略＞ 
 
（信託約款の変更等） 
第 49 条 ＜略＞ 
② 委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあって
は、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前
項の併合にあっては、投資信託及び投資法人に関する
法律施行規則第 29 条の 2に規定する「軽微な併合」を
除きます。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更
等」といいます。）について、書面決議を行ないます。
この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならび
に重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事
項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託
約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこ
れらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 
③ ＜略＞ 
④ 第 2 項の書面決議は議決権を行使することができ
る受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもっ
て行います。 
⑤～⑦ ＜略＞ 
 

 
 
＜新設＞ 
 
 
 
 
 
（信託契約の解約） 
第 44 条 ①～④＜略＞ 
⑤ 第 3 項の書面決議は議決権を行使することができ
る受益者の半数以上であって、当該受益者の決議権の
3分の 2以上に当たる多数をもって行ないます。 
⑥ ＜略＞ 
 
（信託約款の変更等） 
第 49 条 ＜略＞ 
② 委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあって
は、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。
以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といい
ます。）について、書面決議を行ないます。この場合に
おいて、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約
款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、
当該決議の日の 2 週間前までに、この信託約款に係る
知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項
を記載した書面決議の通知を発します。 
 
 
③ ＜略＞ 
④ 第 2 項の書面決議は、議決権を行使することがで
きる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権
の 3分の 2以上に当たる多数をもって行います。 
⑤～⑦ ＜略＞ 
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Simple-X ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信 
 

投資信託約款の変更案 

 
下線部＿＿＿は変更部分を示します。 

（新） （旧） 
 
（デリバティブ取引等に係る投資制限） 
第 17 条の 2 デリバティブ取引等について、一般社団
法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的
な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
えないものとします。 
 
（信託契約の解約） 
第 42 条 ①～④＜略＞ 
⑤ 第 3 項の書面決議は議決権を行使することができ
る受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもっ
て行ないます。 
⑥ ＜略＞ 
 
（信託約款の変更等） 
第 47 条 ＜略＞ 
② 委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあって
は、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前
項の併合にあっては、投資信託及び投資法人に関する
法律施行規則第 29 条の 2に規定する「軽微な併合」を
除きます。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更
等」といいます。）について、書面決議を行ないます。
この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならび
に重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事
項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託
約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこ
れらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 
③ ＜略＞ 
④ 第 2 項の書面決議は議決権を行使することができ
る受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもっ
て行います。 
⑤～⑦ ＜略＞ 
 

 
 
＜新設＞ 
 
 
 
 
（信託契約の解約） 
第 42 条 ①～④＜略＞ 
⑤ 第 3 項の書面決議は議決権を行使することができ
る受益者の半数以上であって、当該受益者の決議権の
3分の 2以上に当たる多数をもって行ないます。 
⑥ ＜略＞ 
 
（信託約款の変更等） 
第 47 条 ＜略＞ 
② 委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあって
は、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。
以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といい
ます。）について、書面決議を行ないます。この場合に
おいて、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約
款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、
当該決議の日の 2 週間前までに、この信託約款に係る
知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項
を記載した書面決議の通知を発します。 
 
 
③ ＜略＞ 
④ 第 2 項の書面決議は、議決権を行使することがで
きる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権
の 3分の 2以上に当たる多数をもって行います。 
⑤～⑦ ＜略＞ 
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ＪＡＳＤＡＱ－ＴＯＰ２０上場投信 
 

投資信託約款の変更案 

 
下線部＿＿＿は変更部分を示します。 

（新） （旧） 
 
（デリバティブ取引等に係る投資制限） 
第 21 条の 2 デリバティブ取引等について、一般社団
法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的
な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
えないものとします。 
 
（信託契約の解約） 
第 44 条 ①～④＜略＞ 
⑤ 第 3 項の書面決議は議決権を行使することができ
る受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもっ
て行ないます。 
⑥ ＜略＞ 
 
（信託約款の変更等） 
第 49 条 ＜略＞ 
② 委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあって
は、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前
項の併合にあっては、投資信託及び投資法人に関する
法律施行規則第 29 条の 2に規定する「軽微な併合」を
除きます。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更
等」といいます。）について、書面決議を行ないます。
この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならび
に重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事
項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託
約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこ
れらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 
③ ＜略＞ 
④ 第 2 項の書面決議は議決権を行使することができ
る受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもっ
て行ないます。 
⑤～⑦ ＜略＞ 
 

 
 
＜新設＞ 
 
 
 
 
（信託契約の解約） 
第 44 条 ①～④＜略＞ 
⑤ 第 3 項の書面決議は議決権を行使することができ
る受益者の半数以上であって、当該受益者の決議権の
3分の 2以上に当たる多数をもって行ないます。 
⑥ ＜略＞ 
 
（信託約款の変更等） 
第 49 条 ＜略＞ 
② 委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあって
は、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。
以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といい
ます。）について、書面決議を行ないます。この場合に
おいて、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約
款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、
当該決議の日の 2 週間前までに、この信託約款に係る
知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項
を記載した書面決議の通知を発します。 
 
 
③ ＜略＞ 
④ 第 2 項の書面決議は、議決権を行使することがで
きる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権
の 3分の 2以上に当たる多数をもって行ないます。 
⑤～⑦ ＜略＞ 
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マザーズ・コア上場投信 
 

投資信託約款の変更案 

 
下線部＿＿＿は変更部分を示します。 

（新） （旧） 
 
（デリバティブ取引等に係る投資制限） 
第 21 条の 2 デリバティブ取引等について、一般社団
法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的
な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
えないものとします。 
 
（信託契約の解約） 
第 44 条 ①～④＜略＞ 
⑤ 第 3 項の書面決議は議決権を行使することができ
る受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもっ
て行ないます。 
⑥ ＜略＞ 
 
（信託約款の変更等） 
第 49 条 ＜略＞ 
② 委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあって
は、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前
項の併合にあっては、投資信託及び投資法人に関する
法律施行規則第 29 条の 2に規定する「軽微な併合」を
除きます。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更
等」といいます。）について、書面決議を行ないます。
この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならび
に重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事
項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託
約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこ
れらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 
③ ＜略＞ 
④ 第 2 項の書面決議は議決権を行使することができ
る受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもっ
て行ないます。 
⑤～⑦ ＜略＞ 
 

 
 
＜新設＞ 
 
 
 
 
（信託契約の解約） 
第 44 条 ①～④＜略＞ 
⑤ 第 3 項の書面決議は議決権を行使することができ
る受益者の半数以上であって、当該受益者の決議権の
3分の 2以上に当たる多数をもって行ないます。 
⑥ ＜略＞ 
 
（信託約款の変更等） 
第 49 条 ＜略＞ 
② 委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあって
は、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。
以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といい
ます。）について、書面決議を行ないます。この場合に
おいて、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約
款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、
当該決議の日の 2 週間前までに、この信託約款に係る
知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項
を記載した書面決議の通知を発します。 
 
 
③ ＜略＞ 
④ 第 2 項の書面決議は、議決権を行使することがで
きる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権
の 3分の 2以上に当たる多数をもって行ないます。 
⑤～⑦ ＜略＞ 
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日経カバードコール指数上場投信 
 

投資信託約款の変更案 

 
下線部＿＿＿は変更部分を示します。 

（新） （旧） 
 
（デリバティブ取引等に係る投資制限） 
第 22 条の 2 デリバティブ取引等について、一般社団
法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的
な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
えないものとします。 
 
（信託契約の解約） 
第 44 条 ①～④＜略＞ 
⑤ 第 2 項の書面決議は議決権を行使することができ
る受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもっ
て行ないます。 
⑥ ＜略＞ 
 
（信託約款の変更等） 
第 49 条 ＜略＞ 
② 委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあって
は、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前
項の併合にあっては、投資信託及び投資法人に関する
法律施行規則第 29 条の 2に規定する「軽微な併合」を
除きます。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更
等」といいます。）について、書面決議を行ないます。
この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならび
に重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事
項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託
約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこ
れらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 
③ ＜略＞ 
④ 第 2 項の書面決議は議決権を行使することができ
る受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもっ
て行ないます。 
⑤～⑦ ＜略＞ 
 

 
 
＜新設＞ 
 
 
 
 
（信託契約の解約） 
第 44 条 ①～④＜略＞ 
⑤ 第 3 項の書面決議は議決権を行使することができ
る受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の
3分の 2以上に当たる多数をもって行ないます。 
⑥ ＜略＞ 
 
（信託約款の変更等） 
第 49 条 ＜略＞ 
② 委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあって
は、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。
以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といい
ます。）について、書面決議を行ないます。この場合に
おいて、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約
款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、
当該決議の日の 2 週間前までに、この信託約款に係る
知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項
を記載した書面決議の通知を発します。 
 
 
③ ＜略＞ 
④ 第 2 項の書面決議は、議決権を行使することがで
きる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権
の 3分の 2以上に当たる多数をもって行ないます。 
⑤～⑦ ＜略＞ 
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ＴＯＰＩＸブル２倍上場投信 
 

投資信託約款の変更案 

 
下線部＿＿＿は変更部分を示します。 

（新） （旧） 
 
（デリバティブ取引等に係る投資制限） 
第 23 条の 2 デリバティブ取引等について、一般社団
法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的
な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
えないものとします。 
 
（信託契約の解約） 
第 43 条 ①～④＜略＞ 
⑤ 第 3 項の書面決議は議決権を行使することができ
る受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもっ
て行ないます。 
⑥ ＜略＞ 
 
（信託約款の変更等） 
第 48 条 ＜略＞ 
② 委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあって
は、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前
項の併合にあっては、投資信託及び投資法人に関する
法律施行規則第 29 条の 2に規定する「軽微な併合」を
除きます。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更
等」といいます。）について、書面決議を行ないます。
この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならび
に重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事
項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託
約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこ
れらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 
③ ＜略＞ 
④ 第 2 項の書面決議は議決権を行使することができ
る受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもっ
て行ないます。 
⑤～⑦ ＜略＞ 
 

 
 
＜新設＞ 
 
 
 
 
（信託契約の解約） 
第 43 条 ①～④＜略＞ 
⑤ 第 3 項の書面決議は議決権を行使することができ
る受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の
3分の 2以上に当たる多数をもって行ないます。 
⑥ ＜略＞ 
 
（信託約款の変更等） 
第 48 条 ＜略＞ 
② 委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあって
は、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。
以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といい
ます。）について、書面決議を行ないます。この場合に
おいて、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約
款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、
当該決議の日の 2 週間前までに、この信託約款に係る
知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項
を記載した書面決議の通知を発します。 
 
 
③ ＜略＞ 
④ 第 2 項の書面決議は、議決権を行使することがで
きる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権
の 3分の 2以上に当たる多数をもって行ないます。 
⑤～⑦ ＜略＞ 
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ＴＯＰＩＸベア上場投信 
 

投資信託約款の変更案 

 
下線部＿＿＿は変更部分を示します。 

（新） （旧） 
 
（デリバティブ取引等に係る投資制限） 
第 23 条の 2 デリバティブ取引等について、一般社団
法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的
な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
えないものとします。 
 
（信託契約の解約） 
第 43 条 ①～④＜略＞ 
⑤ 第 3 項の書面決議は議決権を行使することができ
る受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもっ
て行ないます。 
⑥ ＜略＞ 
 
（信託約款の変更等） 
第 48 条 ＜略＞ 
② 委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあって
は、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前
項の併合にあっては、投資信託及び投資法人に関する
法律施行規則第 29 条の 2に規定する「軽微な併合」を
除きます。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更
等」といいます。）について、書面決議を行ないます。
この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならび
に重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事
項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託
約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこ
れらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 
③ ＜略＞ 
④ 第 2 項の書面決議は議決権を行使することができ
る受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもっ
て行ないます。 
⑤～⑦ ＜略＞ 
 

 
 
＜新設＞ 
 
 
 
 
（信託契約の解約） 
第 43 条 ①～④＜略＞ 
⑤ 第 3 項の書面決議は議決権を行使することができ
る受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の
3分の 2以上に当たる多数をもって行ないます。 
⑥ ＜略＞ 
 
（信託約款の変更等） 
第 48 条 ＜略＞ 
② 委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあって
は、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。
以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といい
ます。）について、書面決議を行ないます。この場合に
おいて、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約
款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、
当該決議の日の 2 週間前までに、この信託約款に係る
知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項
を記載した書面決議の通知を発します。 
 
 
③ ＜略＞ 
④ 第 2 項の書面決議は、議決権を行使することがで
きる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権
の 3分の 2以上に当たる多数をもって行ないます。 
⑤～⑦ ＜略＞ 
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中国Ｈ株ブル２倍上場投信 
 

投資信託約款の変更案 

 
下線部＿＿＿は変更部分を示します。 

（新） （旧） 
 
（デリバティブ取引等に係る投資制限） 
第 21 条の 2 デリバティブ取引等について、一般社団
法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的
な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
えないものとします。 
 
（信託契約の解約） 
第 44 条 ①～④＜略＞ 
⑤ 第 2 項の書面決議は議決権を行使することができ
る受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもっ
て行ないます。 
⑥ ＜略＞ 
 
（信託約款の変更等） 
第 49 条 ＜略＞ 
② 委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあって
は、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前
項の併合にあっては、投資信託及び投資法人に関する
法律施行規則第 29 条の 2に規定する「軽微な併合」を
除きます。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更
等」といいます。）について、書面決議を行ないます。
この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならび
に重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事
項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託
約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこ
れらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 
③ ＜略＞ 
④ 第 2 項の書面決議は議決権を行使することができ
る受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもっ
て行ないます。 
⑤～⑦ ＜略＞ 
 

 
 
＜新設＞ 
 
 
 
 
（信託契約の解約） 
第 44 条 ①～④＜略＞ 
⑤ 第 3 項の書面決議は議決権を行使することができ
る受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の
3分の 2以上に当たる多数をもって行ないます。 
⑥ ＜略＞ 
 
（信託約款の変更等） 
第 49 条 ＜略＞ 
② 委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあって
は、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。
以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といい
ます。）について、書面決議を行ないます。この場合に
おいて、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約
款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、
当該決議の日の 2 週間前までに、この信託約款に係る
知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項
を記載した書面決議の通知を発します。 
 
 
③ ＜略＞ 
④ 第 2 項の書面決議は、議決権を行使することがで
きる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権
の 3分の 2以上に当たる多数をもって行ないます。 
⑤～⑦ ＜略＞ 
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中国Ｈ株ベア上場投信 
 

投資信託約款の変更案 

 
下線部＿＿＿は変更部分を示します。 

（新） （旧） 
 
（デリバティブ取引等に係る投資制限） 
第 21 条の 2 デリバティブ取引等について、一般社団
法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的
な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
えないものとします。 
 
（信託契約の解約） 
第 44 条 ①～④＜略＞ 
⑤ 第 2 項の書面決議は議決権を行使することができ
る受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもっ
て行ないます。 
⑥ ＜略＞ 
 
（信託約款の変更等） 
第 49 条 ＜略＞ 
② 委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあって
は、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前
項の併合にあっては、投資信託及び投資法人に関する
法律施行規則第 29 条の 2に規定する「軽微な併合」を
除きます。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更
等」といいます。）について、書面決議を行ないます。
この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならび
に重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事
項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託
約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこ
れらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 
③ ＜略＞ 
④ 第 2 項の書面決議は議決権を行使することができ
る受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもっ
て行ないます。 
⑤～⑦ ＜略＞ 
 

 
 
＜新設＞ 
 
 
 
 
（信託契約の解約） 
第 44 条 ①～④＜略＞ 
⑤ 第 3 項の書面決議は議決権を行使することができ
る受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の
3分の 2以上に当たる多数をもって行ないます。 
⑥ ＜略＞ 
 
（信託約款の変更等） 
第 49 条 ＜略＞ 
② 委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあって
は、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。
以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といい
ます。）について、書面決議を行ないます。この場合に
おいて、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約
款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、
当該決議の日の 2 週間前までに、この信託約款に係る
知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項
を記載した書面決議の通知を発します。 
 
 
③ ＜略＞ 
④ 第 2 項の書面決議は、議決権を行使することがで
きる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権
の 3分の 2以上に当たる多数をもって行ないます。 
⑤～⑦ ＜略＞ 
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日経平均ブル２倍上場投信 
 

投資信託約款の変更案 

 
下線部＿＿＿は変更部分を示します。 

（新） （旧） 
 
（デリバティブ取引等に係る投資制限） 
第 23 条の 2 デリバティブ取引等について、一般社団
法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的
な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
えないものとします。 
 
（信託契約の解約） 
第 43 条 ①～④＜略＞ 
⑤ 第 3 項の書面決議は議決権を行使することができ
る受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもっ
て行ないます。 
⑥ ＜略＞ 
 
（信託約款の変更等） 
第 48 条 ＜略＞ 
② 委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあって
は、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前
項の併合にあっては、投資信託及び投資法人に関する
法律施行規則第 29 条の 2に規定する「軽微な併合」を
除きます。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更
等」といいます。）について、書面決議を行ないます。
この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならび
に重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事
項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託
約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこ
れらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 
③ ＜略＞ 
④ 第 2 項の書面決議は議決権を行使することができ
る受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもっ
て行ないます。 
⑤～⑦ ＜略＞ 
 

 
 
＜新設＞ 
 
 
 
 
（信託契約の解約） 
第 43 条 ①～④＜略＞ 
⑤ 第 3 項の書面決議は議決権を行使することができ
る受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の
3分の 2以上に当たる多数をもって行ないます。 
⑥ ＜略＞ 
 
（信託約款の変更等） 
第 48 条 ＜略＞ 
② 委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあって
は、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。
以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といい
ます。）について、書面決議を行ないます。この場合に
おいて、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約
款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、
当該決議の日の 2 週間前までに、この信託約款に係る
知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項
を記載した書面決議の通知を発します。 
 
 
③ ＜略＞ 
④ 第 2 項の書面決議は、議決権を行使することがで
きる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権
の 3分の 2以上に当たる多数をもって行ないます。 
⑤～⑦ ＜略＞ 
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日経平均ベア上場投信 
 

投資信託約款の変更案 

 
下線部＿＿＿は変更部分を示します。 

（新） （旧） 
 
（デリバティブ取引等に係る投資制限） 
第 23 条の 2 デリバティブ取引等について、一般社団
法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的
な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
えないものとします。 
 
（信託契約の解約） 
第 43 条 ①～④＜略＞ 
⑤ 第 3 項の書面決議は議決権を行使することができ
る受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもっ
て行ないます。 
⑥ ＜略＞ 
 
（信託約款の変更等） 
第 48 条 ＜略＞ 
② 委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあって
は、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前
項の併合にあっては、投資信託及び投資法人に関する
法律施行規則第 29 条の 2に規定する「軽微な併合」を
除きます。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更
等」といいます。）について、書面決議を行ないます。
この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならび
に重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事
項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託
約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこ
れらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 
③ ＜略＞ 
④ 第 2 項の書面決議は議決権を行使することができ
る受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもっ
て行ないます。 
⑤～⑦ ＜略＞ 
 

 
 
＜新設＞ 
 
 
 
 
（信託契約の解約） 
第 43 条 ①～④＜略＞ 
⑤ 第 3 項の書面決議は議決権を行使することができ
る受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の
3分の 2以上に当たる多数をもって行ないます。 
⑥ ＜略＞ 
 
（信託約款の変更等） 
第 48 条 ＜略＞ 
② 委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあって
は、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。
以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といい
ます。）について、書面決議を行ないます。この場合に
おいて、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約
款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、
当該決議の日の 2 週間前までに、この信託約款に係る
知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項
を記載した書面決議の通知を発します。 
 
 
③ ＜略＞ 
④ 第 2 項の書面決議は、議決権を行使することがで
きる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権
の 3分の 2以上に当たる多数をもって行ないます。 
⑤～⑦ ＜略＞ 
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ＴＯＰＩＸベア２倍上場投信 
 

投資信託約款の変更案 

 
下線部＿＿＿は変更部分を示します。 

（新） （旧） 
 
（デリバティブ取引等に係る投資制限） 
第 23 条の 2 デリバティブ取引等について、一般社団
法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的
な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
えないものとします。 
 
（信託契約の解約） 
第 43 条 ①～④＜略＞ 
⑤ 第 3 項の書面決議は議決権を行使することができ
る受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもっ
て行ないます。 
⑥ ＜略＞ 
 
（信託約款の変更等） 
第 48 条 ＜略＞ 
② 委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあって
は、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前
項の併合にあっては、投資信託及び投資法人に関する
法律施行規則第 29 条の 2に規定する「軽微な併合」を
除きます。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更
等」といいます。）について、書面決議を行ないます。
この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならび
に重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事
項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託
約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこ
れらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 
③ ＜略＞ 
④ 第 2 項の書面決議は議決権を行使することができ
る受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもっ
て行ないます。 
⑤～⑦ ＜略＞ 
 

 
 
＜新設＞ 
 
 
 
 
（信託契約の解約） 
第 43 条 ①～④＜略＞ 
⑤ 第 3 項の書面決議は議決権を行使することができ
る受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の
3分の 2以上に当たる多数をもって行ないます。 
⑥ ＜略＞ 
 
（信託約款の変更等） 
第 48 条 ＜略＞ 
② 委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあって
は、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。
以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といい
ます。）について、書面決議を行ないます。この場合に
おいて、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約
款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、
当該決議の日の 2 週間前までに、この信託約款に係る
知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項
を記載した書面決議の通知を発します。 
 
 
③ ＜略＞ 
④ 第 2 項の書面決議は、議決権を行使することがで
きる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権
の 3分の 2以上に当たる多数をもって行ないます。 
⑤～⑦ ＜略＞ 
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日経平均ベア２倍上場投信 
 

投資信託約款の変更案 

 
下線部＿＿＿は変更部分を示します。 

（新） （旧） 
 
（デリバティブ取引等に係る投資制限） 
第 23 条の 2 デリバティブ取引等について、一般社団
法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的
な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
えないものとします。 
 
（信託契約の解約） 
第 43 条 ①～④＜略＞ 
⑤ 第 3 項の書面決議は議決権を行使することができ
る受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもっ
て行ないます。 
⑥ ＜略＞ 
 
（信託約款の変更等） 
第 48 条 ＜略＞ 
② 委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあって
は、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前
項の併合にあっては、投資信託及び投資法人に関する
法律施行規則第 29 条の 2に規定する「軽微な併合」を
除きます。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更
等」といいます。）について、書面決議を行ないます。
この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならび
に重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事
項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託
約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこ
れらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 
③ ＜略＞ 
④ 第 2 項の書面決議は議決権を行使することができ
る受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもっ
て行ないます。 
⑤～⑦ ＜略＞ 
 

 
 
＜新設＞ 
 
 
 
 
（信託契約の解約） 
第 43 条 ①～④＜略＞ 
⑤ 第 3 項の書面決議は議決権を行使することができ
る受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の
3分の 2以上に当たる多数をもって行ないます。 
⑥ ＜略＞ 
 
（信託約款の変更等） 
第 48 条 ＜略＞ 
② 委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあって
は、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。
以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といい
ます。）について、書面決議を行ないます。この場合に
おいて、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約
款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、
当該決議の日の 2 週間前までに、この信託約款に係る
知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項
を記載した書面決議の通知を発します。 
 
 
③ ＜略＞ 
④ 第 2 項の書面決議は、議決権を行使することがで
きる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権
の 3分の 2以上に当たる多数をもって行ないます。 
⑤～⑦ ＜略＞ 
 

 

以上 

 


